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営農計画書等の提出書類等について 

 

№ 書類名 提出者 

１ 水田作付実施計画及び営農計画書 全員 

２ 経営所得安定対策等交付金交付申請書 該当者 

３ 農業構造改革事業交付金等交付申請書 該当者 

４ 地域内調整申出書 該当者 

５ 農作業受委託契約書 該当者 

６ 一部作付地実測平面図用紙 該当者 

７ 面積換算表（加工用米、備蓄米、新市場開拓用米） — 

８ 畑地の営農計画書 該当者 

 

【問い合わせ先】 

窓口 電話番号 

宇都宮市農業再生協議会事務局 ６３２－２４５８ 

宇都宮農業協同組合 南部営農経済センター ６５６－８４８４ 

宇都宮農業協同組合 北部営農経済センター ６６５－０５５０ 

宇都宮農業協同組合 上河内営農経済センター ６７４－２１６４ 
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１ 営農計画書等の各農家への配付                【３月上旬頃】 

営農計画書等の提出は，農家ごとに行っていただきます。農家の皆様におかれましては，営農計

画書等の記入後，各自で回収ボックスに投函してください。 

★ 原則として，回収ボックスへの提出となりますが，営農計画書等の記入方法について，不明な

点がある場合には，別途，地区ごとに「相談受付日」を設けますので，必要に応じてお越しくだ

さい。 

 

２ 営農計画書・交付申請書等の提出【３月１１日～３月３１日（土日祝除く）】  

・ 次の場所に，営農計画書等の提出用の回収ボックスを設置します。 
※ 提出する際は，書類が入っていた封筒に入れて提出してください。 

※ 回収ボックスへの提出が難しい方は，宇都宮市農業再生協議会事務局にご相談ください。 

地区 回収ボックス設置場所 回収時間 

東部 

（平石，清原，豊郷） 

ＪＡうつのみや  平石支所，清原支所 

豊郷支所 
９：００～１５：００ 

西部 

（中央，城山，姿川） 

ＪＡうつのみや  中央支所，宝木出張所 

城山支所，姿川支所 
９：００～１５：００ 

南部 

（瑞穂野，横川，雀宮） 
ＪＡうつのみや  南部営農経済センター ９：００～１７：００ 

北部 

（国本，富屋，篠井） 

ＪＡうつのみや  北部営農経済センター 
９：００～１７：００ 

宇都宮市篠井地区市民センター 

上河内 ＪＡうつのみや  上河内営農経済センター ９：００～１７：００ 

河内 
ＪＡうつのみや  河内支所 

ＪＡうつのみや  上河内営農経済センター 

９：００～１５：００ 

９：００～１７：００ 

※ 不明な点がある場合は，宇都宮市農業再生協議会事務局（０２８－６３２－２４５８）又は

各営農経済センターまでお問い合わせください 

※（JA うつのみやの各金融支所，市地区市民センター等では，営農計画書等の記入方法等につ

いて御案内できません。） 

≪営農計画書等の配付から提出までの流れ≫ 
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令和７年度の水田活用の直接支払交付金等の主な変更点について 

 

１ 水田活用の直接支払交付金関係 

 飼料用米の戦略作物助成における「一般品種」への助成の段階的引下げ 

 ・ 令和６年度から，飼料用米の一般品種の支援水準が段階的に引下げ 

 ・ 飼料用米の専用品種（多収品種）については，従来と同様の支援が継続 
 令和５年産 令和６年産 令和７年産 令和８年産 

多収品種 
従来どおり 数量に応じて， 
5.5～10.5 万円/10a（標準単価８万円） 

一般品種 
数量に応じて， 
5.5～10.5 万円/10a 
（標準単価 8 万円/10a） 

数量に応じて， 
5.5～9.5 万円/10a 
（標準単価 7.5 万円/10a） 

数量に応じて， 
5.5～8.5 万円/10a 
（標準単価 7 万円/10a） 

数量に応じて， 
5.5～7.5 万円/10a 
（標準単価 6.5 万円/10a） 

 

２ 産地交付金【県設定枠】 

露地野菜（新規分・団地化）への助成の新設 

・ 新規に露地野菜の作付拡大を図ることに加え，団地化要件を満たした取組面 

 積に加算して１０ａあたり１０，０００円の助成を行う。 

・ 詳細な要件等については，県より情報提供があり次第，お知らせいたしま 

す。 

 

３ 産地交付金【市設定枠】 

  （注）助成単価は全て１０ａあたりの金額で表記しています。 

 ➀ 飼料用米等の生産性向上の対象品種の見直し 

   国において，飼料用米の一般品種は令和６年度から支援水準を段階的に引き 

下げられていることを踏まえ，対象品種を多収品種のみとした。 

  令和６年度 令和７年度 
対 象 者 ：担い手 
対象品種：米粉用米 

飼料用米（一般品種） 
飼料用米（多収品種） 

作付面積：要件なし 
助成単価：２，６００円 

 

対 象 者 ：担い手 
対象品種：米粉用米 

飼料用米（一般品種） 
飼料用米（多収品種） 

作付面積：要件なし 
助成単価：２，６００円 
 

 

 ② 麦・大豆の生産性向上の単価見直し 

   輸入依存度が高く，需要が見込める「小麦」の支援を拡充するため，助成単 

価を現行単価の２倍に引き上げる。 

令和６年度 令和７年度 
対 象 者 ：担い手 
対象品種：麦・大豆  
作付面積：要件あり 
助成単価：１，８００円 
 

対 象 者 ：担い手 
対象品種：麦・大豆  
作付面積：要件あり 
助成単価：小  麦３，６００円 

二条大麦１，８００円 
     大  豆１，８００円 
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 ➂ 麦・大豆の生産性向上（組織加算）の単価見直し 

   地域の営農体制の強化に向け，「組織化」を促進するため，助成単価を現行単 

価の２倍に引き上げる。 

令和６年度 令和７年度 
対 象 者 ：麦・大豆の生産性向上の対象

となっている法人又は集落 
営農組織 

対象品種：麦・大豆  
作付面積：要件なし 
助成単価：７００円 
 

対 象 者 ：令和６年と同様 
 
 
対象品種：麦・大豆  
作付面積：要件なし 
助成単価： １，４００円 

 

【農業構造改革事業（市・ＪＡ費交付金）関係】 

 （注）助成単価は全て１０ａあたりの金額で表記しています。 

➀ 飼料用米生産振興事業の廃止 

  令和６年度から支援水準を段階的に引き下げている国の方向性を踏まえ，当事 

業は廃止とする。 

事業内容 令和６年度 令和７年度 

対 象 者 ：担い手 
対象品種：一般品種及び多収品種 
作付面積：要件なし 

１，４００円 廃止 

 

② 飼料用米作付支援事業（水田）の新設 

  ➀の事業廃止に伴う，激変緩和策として，当事業を創設し，一般品種に対する 

支援を行う。 

事業内容 令和７年度 
対 象 者 ：担い手 
対象品種：一般品種のみ 
作付面積：要件なし 

 
   １，０００円 

 

➂ 麦・大豆生産拡大事業の交付単価見直し 

  産地交付金での組織化への支援「➂ 麦・大豆の生産性向上（組織加算）」を基 

本とし，大豆の現行単価を１／２に引き下げる。 

事業内容 令和６年度 令和７年度 
対 象 者 ：担い手 
対象品種：麦・大豆 
作付面積：要件あり 

 小麦 ６００円 
二条大麦 ６００円 
大豆 １，０００円 

小麦 ６００円 
二条大麦 ６００円 

大豆 ５００円 

 ※ 助成単価：小麦・大豆は 60 ㎏あたり，二条大麦は 50 ㎏あたり 
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 国において，水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しが進められており，併

せて，現行ルールの再徹底が求められております。 

 農業者の皆様におかれましては，「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田」の現行ル

ールや５年間での水稲作付けの方針について，御承知おきくださいますようお願いします。 

 

１ 国の見直し内容 
国は，麦などの転換作物（畑作物）の生産が定着した農地は畑地化を促し，水田機能を

維持しつつ転換作物を生産する農地については，水稲と転換作物とのブロックローテー

ションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的とし，次のとおり，水田活用

の直接支払交付金の交付対象水田を見直す方針を示しています。 

 

 ⑴ 見直し内容 

  令和４年度以降，５年間で一度も主食用米や加工用米等の水稲の作付けが行われて

いない農地については，その翌年度（令和９年度）以降，交付対象水田から除外する。 

 

 ⑵ 例外 

  ・ 水稲の作付けがない場合であっても，湛水管理（※）を１か月以上行い，連作障

害による収量低下が発生していない場合は，交付対象とされます。 

  ・ また，「災害復旧」や「基盤整備」に関連する事業が実施されている間は，５年間

に一度も水稲作付けが行われない場合も，交付対象とされます。 

  ※ 「湛水管理」とは，「水田を水で満たす状態にすること」をいう。 

 

 【注意事項】 

引き続き，交付対象水田とするためには，５年間に一度，水稲の作付けをするか，１

か月以上の湛水管理を行う必要があります。 

   令和８年度までに，水稲の作付け又は１か月以上の湛水管理を行えば，それ以降，

継続的に交付対象水田とされるものではありませんので，御注意ください。 

 

２ 交付対象水田の現行ルール 
国から，上記１の見直しと併せて，現行ルールの徹底を求められています。 

次の農地は，水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 ⇒ 営農計画書に，「畦畔や水利機能がない場合」の申告欄があります。 

   「畦畔」や「水利機能」を喪失し，水稲の作付けを行うことができない農地がある

場合は，申告により把握しています。 

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について 

【水田活用の直接支払交付金の交付対象外農地】 

１ 水田機能を喪失した農地 

 ・ たん水設備（畦畔）を有しない農地 

 ・ 所要の用水を供給する設備を有しない農地 

 ・ 土地改良区内において賦課金が支払われていない農地 

２ 作物の作付が３年連続して行われておらず，翌年度も作付けされない農地 
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○ 概要 

   国の要綱改正に伴い，令和５年度から「水張り実施状況申告書」の提出を受付して

おりますが，令和７年度より提出物の変更がありますので，お知らせいたします。 

 

１ 変更内容 

 【変更前（令和５年から６年度）】 

  水張りの実施状況が確認できる写真１枚の提出をもって，水張りの実施状況を確認 

することとします。 

 【変更後（令和７年度）】 

写真は「水張り初日」と「1か月以上経過した日」の合計２枚を提出 

をもって，水張りの実施状況を確認することとします。 

 

２ 提出物 

 ・ 水張り実施状況申告書 

 ・ 「水張り初日」と「1か月以上経過した日」の合計２枚の写真 

 ※ ほ場全体の水張りの実施状況が確認できるよう撮影してください。 

※ 必ず，写真裏面又は余白に所在地の記載をしてください。 

 

３ 注意事項 

・ 水稲（主食用米，飼料用米，加工用米等）を作付している旨，営農計画書で申告し 

ている場合には，申告書及び写真の提出は不要です。 

・ ４年間連続で不作付が継続した場合など，既に交付対象外水田となっているほ場に

ついては，申告書及び写真の提出があった場合でも，交付対象外水田のままです。 

 

４ 提出方法 

事務局 又は ＪＡうつのみや各営農経済センターに御提出ください。 

  ※１ １か月以上の湛水管理を実施後，速やかに提出してください。 

  ※２ 事務局への返信用封筒が必要となる場合は，事務局に御連絡をお願いします。 

  ※３ 申告書及び写真を電子データにより提出することを希望する場合は，事務局に

御相談ください。 

 
申告書の必要事項の記載がない場合や，ほ場全体の水張りの実施状況が確認できない

場合，写真裏面又は余白に所在地の記載がない場合など，提出書類に不備がある場合は，

有効な書類として受付できませんので御注意ください。 

水張り実施状況申告書等の提出について 

【重要】ほ場ごとに必ず写真を２枚提出 
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（宇都宮市農業再生協議会 参考様式） 

 

 

申告日     年    月    日 

水張り実施状況申告書 

（「水張りの実施状況が確認できる写真」（※１）を水田ごとに２枚提出すること） 
 
 水田の水張り（湛水管理）を行いましたので，次のとおり申告します。 
 

世帯番号             氏名                   
 

№ 所在地（※２） 水張り期間 水張り日数（※３） 備考 

例 旭１丁目 １１０ 令和●年７月５日 ～ 令和●年８月５日 ３２日  

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

（※１）「水張りの実施状況が確認できる写真」の裏面（余白）には，必ず所在地を記載すること。 

（※２）「所在地」は，水田の営農計画書の所在地を確認の上，記載してください。 

（※３）「水張り日数」は，水田が水で満たされた状態で「３０日以上」である必要があります。 

【重要事項】 

・ ほ場ごとに写真２枚提出 

・ 写真の裏面の余白に必ず所在地を記載 
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水張りの実施状況が確認できる写真（撮影例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※１ 水田全体が映るよう写真を撮影してください。 

        （水田全体に水張りが実施されていることが確認できるよう写真を撮影してください。） 

     ※２ 提出する写真は，普通紙に印刷したものでも可（カラー印刷であること） 

     ※３ 写真の裏面（余白）には，必ず所在地を記載してください。 

旭１丁目１１０ 

写真は水田全体が映る

ように撮影すること。 

写真の余白（裏面）に所

在地を記載すること。 
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宇都宮市農業再生協議会のホームページをご覧ください 
 

 宇都宮市農業再生協議会のホームページでは，農業者の皆様にお知らせする事業や経営

所得安定対策のほか，国の新規事業，緊急対策等について，随時，情報を掲載しています。

是非，確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営主が変わった場合，変更届出の提出をお願いします 

・ 「老齢」，「経営移譲」，「死亡」等の理由により，営農計画書（水田台帳）の世帯責任者が

変更となる場合，名義変更のための書類を提出いただく必要があります。 

 

・ 令和７年度営農計画書について，世帯責任者が変更となる場合は，必要書類をお送りいた

しますので，下記の事務局まで御連絡ください。（変更がない場合は手続不要） 

 
≪営農計画書（抜粋）≫ 

経営主に変更

がないか確認

をお願いしま

す。 

 

 ７ 

【宇都宮市農業再生協議会ホームページ】 

宇都宮市農業再生協議会 検索 

 ＱＲコードからアクセス 
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令和７年１月２９日  

 

 農業者 各位 

 

宇都宮市農業再生協議会  

会長 佐 藤 俊 伸   

 

令和７年度 主食用水稲作付参考値について（通知） 

 

 国が提供する需要見通し及び栃木県再生協議会が独自に農業団体へ販売実績

等の聞き取り調査を行い，県全体の需要見通しを設定したことを踏まえ，令和７

年度主食用水稲の作付参考値を算定しましたので，営農計画書の「主食用水稲作

付参考値」欄を御確認ください。 

 

【主食用水稲作付率等】 

主食用水稲作付率 ５５．６％  

 主食用米の基準単収 ５４７ｋｇ／１０ａ 

 

【作付参考値の記載場所】 

 

 

 

 

   

 営農計画書の【主食用水稲作付参考値】欄 

を御確認ください。 

 

事例の場合，主食用水稲作付参考値（面積）

は，13,256 ㎡となります。 

 


